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地 方 厚 生 （ 支 ） 局 長 殿 

国民年金基金連合会理事長 殿 

企業年金連合会理事長 殿 

厚生労働省年金局長     

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の 

公布について（通知） 

 

 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和３年法律第 37

号）が本日公布された。 

  本法律による改正の趣旨及び企業年金・個人年金に係る改正内容は下記のとおりであ

るので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。 

 

記  

 

第一 改正の趣旨 

  デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、

個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うこと。 

 

第二 改正の内容 

  １ 国民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）の一部改正（第 22 条関係） 

国民年金基金又は国民年金基金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関す

る業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されているこ

とを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印及び署名を不要とす

るものとすること。 

 

２ 確定給付企業年金法（平成 13 年法律第 50 号）の一部改正（第 22 条関係） 

   事業主等又は企業年金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に

係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金

数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印及び署名を不要とするものと

すること。 

 

 ３ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成 25 年法律第 63 号）の一部改正（第 59 条関係） 



存続厚生年金基金又は存続連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業

務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを

年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印及び署名を不要とするも

のとすること。 

 

第三 施行期日 

   この法律は、令和３年９月１日から施行するものとすること。 


